
令和７年度「登録海上起重基幹技能者講習」及び「登録海上起重 

基幹技能者更新講習」に関する助成金制度(厚生労働省)のご案内 

一般社団法人 日本海上起重技術協会 

１．助成金の名称：人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース(経費助成・賃金助成)） 

２．支給対象者：中小建設事業主（雇用保険料率 17.5／1,000 の中小建設事業主） 

３．要件等 

(1) 中小建設事業主が受講料を負担して雇用する建設労働者に当該講習を受講させた場合

(2) 受講者は雇用保険の被保険者である建設労働者（船員保険加入者は対象外）

４．助成額 

講習の種類及び受講料 助成額（受講者１人） 

（雇用保険被保険者数２０人以下） 

助成額（受講者１人） 

（※雇用保険被保険者数２１人以上） 

「登録海上起重基幹技能

者講習」 

受講料 58,300 円(税込み) 

① 経費助成･･･４３,７２５円

（58,300 円の３／４） 

② 賃金助成･･･１７,１００円

（8,550 円×２日） 

助成額①＋②＝６０,８００円 

＊受講者が建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ技

能者情報登録者である場合の賃

金助成 9,405 円 

＊助成額は 100 円未満切り捨て 

※受講者の年齢３５歳以上の場合

①経費助成･･･２６,２３５円 

（58,300 円の９／２０） 

③ 賃金助成･･･１５,２００円

（7,600 円×２日） 

助成額①＋②＝４１,４００円 

＊受講者が建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ技能

者情報登録者である場合の賃金助

成 8,360 円 

＊助成額は 100 円未満切り捨て 

「登録海上起重基幹技能

者更新講習」 

受講料 28,600 円(税込み) 

① 経費助成･･･２１,４５０円

（28,600 円の３／４） 

② 賃金助成･･･８,５５０円

（8,550 円×１日） 

助成額①＋②＝３０,０００円 

＊受講者が建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ技

能者情報登録者である場合の賃

金助成 9,405 円 

＊助成額は 100 円未満切り捨て 

※受講者の年齢３５歳以上の場合

①経費助成･･･１２,８７０円 

（28,600 円の９／２０） 

③ 賃金助成･･･７,６００円

（7,600 円×１日） 

助成額①＋②＝２０,４００円 

＊受講者が建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ技能

者情報登録者である場合の賃金助

成 8,360 円 

＊助成額は 100 円未満切り捨て 

・オンライン講習は、経費助成の対象になりますが、賃金助成の対象にはなりません。

・※の受講者の年齢が３５歳未満の場合の経費助成率は、７／１０となります。

・生産性要件を満たした事業主に対しては、賃金助成の助成金が増額加算されます。詳し

い内容については、厚生労働省ホームページをご覧ください。



  ５．支給手続 

○ 支給申請は、講習終了日の翌日から原則２ヶ月以内に申請を行うことが必要です。

 「人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース（経費助成・賃金助成）〕支給申

請書（建技様式第３号）」及び「受講者名簿及び人材開発支援助成金（建設労働者技能

実習コース（経費助成・賃金助成））の助成金支給申請内訳書（建技様式第３号別紙１）」

並びに「添付書類」を都道府県労働局又はハローワークに提出してください。（支給申

請書の裏面に「添付書類」が記載されています。） 

なお、「登録海上起重基幹技能者講習」について書類提出の際、当協会発行予定の「修

了証」（写）は添付出来ない旨を担当者に説明してください。（理由：講習試験合格者

の発表が 12 月上旬を予定しており、合格者に対して発行する「修了証」は 1 月に発

送予定のため支給申請期限までに間に合いません。） 

○ 助成金の支給申請には、受講者について当協会（実施団体）の受講証明が必要です。

＜別紙記載例参照＞ 

(1) 講習終了後、「受講者名簿及び人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース（経

費助成・賃金助成））の助成金支給申請内訳書（建技様式第３号別紙１）」の①受講

者名簿の受講者氏名欄に受講者氏名を記入した書類（別紙の記載例参照）及び返信

用封筒（返送先住所等を記載し、110 円切手を貼ってください。）を同封して当協会

に郵送してください。 

(2) 当協会が③-1 及び③-2 について記入、押印し、送付します。

 受講証明の送付先 

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町１－３－８ ユースビル８階 

一般社団法人 日本海上起重技術協会（担当：佐藤） ℡03-5640-2941 

・「人材開発支援助成金」に関するご質問等については、都道府県労働局若しくは 

ハローワークにお尋ねください。 

＜参考＞  

１．申請用紙は、「厚生労働省」のホームページに「人材開発支援助成金」に関する

申請用紙が掲載されています。 

また、協会ホームページよりダウンロードして使用することが出来ます。 

２．当協会が実施している「海上起重作業管理技士講習」及び「海上起重作業管理技

士更新講習」は、当該助成金制度の対象ではありません。 


